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『
は
じ
め
に

一
九
八
八
年
十
一
月
に
大
統
領
の
署
名
を
得
て
成
立
し
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
、
合
衆
国
と
い
う
）
の
二
九
八
八
年
内
部（
１
）

者
取
引
お
よ
び
証
券
詐
欺
規
制
法
（
岳
の
一
口
畳
の
同
日
『
且
】
ロ
函
、
且
の
円
巨
同
旨
の
の
旬
日
且
固
昌
・
『
８
日
の
ヨ
シ
・
台
・
冷
乞
田
）
」

（
以
下
、
’
九
八
八
年
規
制
法
と
い
う
）
は
、
そ
の
第
六
条
で
、
合
衆
国
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
に
対
し
て
、
外
国
証
券
規

制
機
関
の
調
査
を
助
け
る
権
限
を
認
め
起
屯
こ
れ
は
、
証
券
取
引
の
国
際
化
に
伴
い
、
そ
の
規
制
に
お
け
る
国
際
的
協
力
の
必
要
性

が
高
ま
っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
議
会
に
対
し
て
制
定
を
要
請
し
た
、
国
際
的
証
券
規
制
協
力
法
一
員
の
日
日
】
・
目
］

、
の
。
巨
臥
陸
田
国
目
、
。
『
８
日
の
具
。
◎
・
己
の
日
威
。
ｐ
し
尿
『
）
の
一
部
が
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

証
券
市
場
お
よ
び
証
券
取
引
の
国
際
化
は
、
す
で
に
現
実
の
も
の
に
な
っ
て
い
匙
叩
）
そ
れ
と
同
時
に
、
証
券
の
不
正
取
引
も
ま
た

国
際
的
に
な
っ
て
い
る
。
当
時
、
最
大
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
よ
る
不
正
利
得
と
言
わ
れ
た
レ
ビ
ン
（
い
の
ご
旨
の
）
事
件
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
投
資
銀
行
業
者
で
あ
る
レ
ピ
ン
が
、
バ
ハ
マ
（
ロ
ロ
冨
日
Ｐ
）
共
和
国
の
銀
行
に
あ
る
偽
名
の
口
座
を
使
い
、
バ
ハ
マ
の
銀

行
を
通
じ
、
合
衆
国
に
お
い
て
、
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
株
式
の
売
買
を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
毎
）
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ウ

ス
キ
ー
事
件
に
次
ぐ
大
型
不
正
事
件
と
言
わ
れ
る
ワ
ン
Ⅱ
リ
ー
（
三
目
胸
‐
旧
の
の
）
事
件
は
、
合
衆
国
の
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー

（
富
。
伺
目
の
冨
口
］
の
］
伜
○
・
・
）
社
の
企
業
合
併
・
買
収
部
門
に
配
置
さ
れ
て
い
た
ア
ナ
リ
ス
ト
の
ワ
ン
が
、
職
務
上
入
手
し
た
企
業

証
券
取
引
の
国
際
的
規
制

ｌ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
一
九
八
八
圧
内
塾
石
取
引
お
よ
び
証
券
詐
欺
揖
葡
法
篁
ハ
条

島
袋
鉄
男
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買
収
等
に
関
す
る
未
公
開
情
報
を
、
台
湾
国
籍
で
、
ヴ
ァ
ジ
ー
ー
ァ
に
居
所
を
有
す
る
国
際
的
事
業
家
リ
ー
に
通
報
し
、
リ
ー
が
そ
の

情
報
に
基
づ
い
て
株
式
の
売
買
を
行
っ
て
不
正
に
利
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
リ
ー
は
、
香
港
等
の
外
国
か
ら
、
ワ
ン
に
国
際
電
話
を

使
っ
て
情
報
を
入
手
し
、
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
の
複
数
の
勘
定
を
使
っ
て
取
引
し
、
し
か
も
そ
の
勘
定
の
多
く
は
、
リ
ー
の
友

人
や
親
類
の
名
義
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
漫
四

合
衆
国
と
合
衆
国
以
外
の
国
の
証
券
取
引
所
の
双
方
に
上
場
さ
れ
て
い
る
証
券
に
つ
い
て
、
合
衆
国
以
外
の
取
引
所
に
お
い
て
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
行
わ
れ
る
と
、
そ
の
結
果
は
、
合
衆
国
内
の
取
引
所
に
お
け
る
当
該
証
券
の
価
格
に
も
影
響
を
与
え
駐
屯
合
衆

国
外
の
取
引
所
に
お
け
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
野
放
し
に
さ
れ
て
い
る
と
、
い
か
に
合
衆
国
に
お
い
て
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規

制
を
強
化
し
て
も
、
そ
の
効
果
は
減
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。

証
券
市
場
の
国
際
化
は
、
こ
の
よ
う
に
、
自
国
内
で
の
取
引
に
、
外
国
か
ら
の
通
信
手
段
に
よ
る
参
加
の
よ
う
な
外
国
的
要
素
を

持
ち
込
み
、
外
国
で
の
取
引
で
さ
え
、
自
国
の
証
券
市
場
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
と
い
う
現
象
を
も
た
ら
す
。
そ
の
た
め
、
こ
れ

ら
の
取
引
に
つ
い
て
も
、
自
国
の
証
券
市
場
や
一
般
投
資
者
を
保
護
す
る
た
め
、
何
ら
か
の
規
制
を
す
る
必
要
を
生
ず
る
が
、
こ
れ

ら
の
取
引
を
自
国
の
証
券
取
引
法
に
よ
っ
て
規
制
す
る
こ
と
は
、
外
国
に
居
住
す
る
者
、
あ
る
い
は
、
外
国
で
行
わ
れ
る
取
引
に
規

制
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
点
で
、
外
国
と
の
関
係
で
困
難
な
問
題
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

合
衆
国
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
は
、
合
衆
国
証
券
取
引
法
の
い
わ
ゆ
る
域
外
適
用
（
の
×
す
ｇ
の
且
庁
。
『
旨
」
口
弓
］
】
・
日
一
．
二
）
と
し
て
、

判
例
、
学
説
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
外
国
的
要
素
を
含
み
、
国
境
を
越
え
て
行
わ
れ
る
取
引
に
対
し
て
、
ど
の
範
囲

ま
で
自
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
規
律
管
轄
権
（
］
巨
臥
、
島
：
。
□
庁
・
旨
②
。
『
〕
ず
の
ま
た
は
、
昌
一
の
３

日
Ｐ
尊
の
且
自
尉
ｓ
ｏ
註
◎
己
－
８
か
問
題
と
さ
れ
、
証
券
取
引
法
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
合
衆
国
証
券
諸
法
、
な
か
で
も
、
’
九
一
一
一
四
年

証
券
取
引
所
法
（
以
下
、
単
に
証
券
取
引
所
法
と
い
う
）
の
詐
欺
禁
止
規
定
（
同
法
－
０
条
ｂ
項
お
よ
び
同
条
項
に
基
づ
く
Ｓ
Ｅ
Ｃ
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証
券
取
引
法
の
適
用
が
領
域
外
の
行
為
に
つ
い
て
ま
で
拡
げ
ら
れ
る
と
、
証
券
取
引
法
を
実
際
に
執
行
（
の
罠
・
§
）
す
る
う
え

で
、
よ
り
直
接
に
外
国
と
の
関
わ
り
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
疑
惑
の
あ
る
行
為
を

調
査
す
る
の
に
、
外
国
に
居
住
す
る
者
か
ら
証
言
を
得
た
り
、
外
国
に
あ
る
書
類
や
取
引
の
記
録
そ
の
他
の
証
拠
を
調
べ
る
必
要
が

生
じ
る
場
合
で
あ
る
。
相
手
方
が
任
意
に
出
頭
し
た
り
、
証
拠
を
提
出
し
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
は
生
じ
な
い
。
証
言
や
証

拠
の
提
出
を
拒
否
す
る
場
合
ば
か
り
で
な
く
、
相
手
方
が
相
手
国
の
法
に
照
ら
す
と
何
ら
違
法
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と
主
張
し
た

り
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
逆
に
相
手
国
の
法
違
反
に
な
る
と
い
う
場
合
に
ま
で
、
な
お
、
自
国
の
法
を
執
行
す
る
こ
と
は
、
相

手
国
の
主
権
の
侵
害
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
相
手
国
の
法
違
反
に
な
る
と
い
う
の
は
、
証
券
取
引
が
相
手

国
の
銀
行
を
介
し
て
行
な
わ
れ
、
相
手
国
が
い
わ
ゆ
る
銀
行
秘
密
漉
琴
有
す
る
場
合
に
現
実
に
生
ず
る
問
題
で
あ
る
・

一
九
八
八
年
規
制
法
第
六
条
は
、
合
衆
国
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
、
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
証
券
の
不
正
取
引
を
規
制
す
る
際
に

生
ず
る
問
題
と
取
り
組
ん
で
き
た
一
つ
の
帰
結
で
あ
り
、
同
時
に
、
こ
の
面
で
の
規
制
の
国
際
的
協
力
の
必
然
性
と
必
要
性
を
示
す

格
好
な
事
例
で
あ
る
。
本
稿
は
、
’
九
八
八
年
規
制
法
第
六
条
の
背
景
と
な
っ
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
取
組
み
を
跡
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
た
だ
し
、
こ
の
問
題
の
法
理
論
的
分
析
と
検
討
に
は
、
国
際
法
、
国
際
刑
事
お
よ
び
民
事
訴
訟
法
、
行
政
法
等
の
知
識
を
必
要

と
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
十
分
な
知
識
を
有
し
な
い
筆
者
と
し
て
は
、
証
券
取
引
法
を
研
究
す
る
者
と
し
て
、
証
券
取
引
規
制
の
国

際
化
が
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
そ
の
具
体
的
な
事
例
を
知
る
と
い
う
意
味
で
、
第
六
条
の
背
景
と
な
っ
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ

の
勾
巨
］
の
一
宮
‐
、
）
に
関
し
、
極
め
て
広
く
そ
の
適
用
を
認
め
る
法
理
が
、
判
例
に
よ
っ
て
一
婚
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
合
衆
国
で

行
わ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
外
で
開
始
さ
れ
た
も
の
を
含
め
て
、
す
べ
て
適
用
対
象
と
し
、
合
衆
国
外
で
行
わ
れ
る
行
為

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
、
合
衆
国
の
証
券
エ
皿
場
に
実
質
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
を

基
本
と
す
る
も
の
で
あ
詮
四
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の
取
組
み
を
跡
づ
け
る
に
止
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
分
野
の
文
献
が
、
わ
が
国
で
は
ま
だ
少
な
い
た
め
、
何
ら
か
の
参
考
に
な
り

得
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
筆
者
の
願
い
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
平
成
二
年
証
券
取
引
法
改
正
に
お
い
て
、
外
国
証
券
規

制
当
局
の
要
請
に
基
づ
く
調
査
に
関
す
る
規
定
（
証
取
一
八
四
条
ノ
ー
）
が
新
設
さ
れ
た
が
、
本
講
は
そ
の
背
景
を
理
解
す
る
こ
と

に
も
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。

グー、グ■、

４３
、.’、－Ｊ

ゲヘ〆■、

８，１，注

勺
：
・
５
．
三
。
．
』
ｇ
‐
『
Ｅ
・
】
ｇ
の
一
旦
．
』
ｓ
『
（
岳
呂
）
・
本
法
の
要
点
お
よ
び
翻
駅
・
商
事
法
務
一
一
七
○
号
二
一
一
一
頁
以
下
。

’
九
八
八
年
規
制
法
第
六
条
は
、
証
券
取
引
所
法
（
吾
の
ｍ
の
。
Ｅ
臥
匡
の
、
固
×
◎
百
コ
、
の
シ
◎
一
．
門
］
の
農
）
第
三
条
（
ａ
）
項
お
よ
び
第
二

一
条
（
ａ
）
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
］
、
□
．
、
．
。
．
『
の
。
（
口
）
》
］
⑰
□
・
の
．
○
・
冨
巨
（
口
）
（
、
）
（
の
巨
弓
・
乞
沼
）

ｍ
・
圏
進
》
］
ｇ
ｏ
ｏ
ｐ
ｍ
・
・
画
１
ｍ
の
、
、
．
（
］
や
忠
）
（
ず
の
Ｈ
の
ご
口
津
の
吋
菩
の
百
一
①
目
ｇ
」
。
：
］
○
○
○
℃
の
国
辱
ｏ
回
診
ｇ
）
・

合
衆
国
投
資
家
の
外
国
株
式
の
保
有
は
、
一
九
七
二
年
に
一
○
○
億
ド
ル
だ
っ
た
も
の
が
、
一
九
八
七
年
に
は
五
五
七
億
ド
ル
に
達
し
、

外
国
人
に
よ
る
合
衆
国
株
式
の
保
有
は
、
一
九
七
二
年
に
三
九
○
侭
ド
ル
だ
っ
た
も
の
が
、
一
九
八
七
年
に
は
一
、
七
三
三
億
ド
ル
に
達
し

て
い
る
。
、
・
す
。
〕
］
一
ヨ
訂
毎
吋
３
口
註
・
目
【
冒
巨
の
の
§
§
』
、
。
②
蔵
。
■
旦
暮
の
［
冒
肘
且
切
目
§
胃
］
⑫
、
『
．
＆
の
ロ
ゴ
・
○
貝
・
口
巨
、
．

『
⑦
急
（
弓
：
］
の
函
）
『
（
自
己
の
」
垣
呂
）
・
わ
が
国
の
投
資
家
の
外
国
狂
券
の
取
得
状
況
は
、
昭
和
五
○
年
に
取
得
額
四
億
二
八
○
○
万
ド
ル
、

処
分
額
四
億
五
九
○
○
万
ド
ル
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
六
二
年
に
は
、
取
得
額
七
○
九
億
三
五
○
○
万
ド
ル
、
処
分
額
五
四
○
億
六
一
○
○

万
ド
ル
に
達
し
て
お
り
、
ま
た
、
外
国
投
資
家
の
わ
が
国
の
証
券
の
取
得
状
況
も
、
昭
和
五
六
年
に
取
得
額
二
○
億
六
四
○
○
万
ド
ル
、
処

分
額
一
四
億
七
四
○
○
万
ド
ル
だ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
六
二
年
に
は
、
取
得
額
一
五
○
一
億
七
二
○
○
万
ド
ル
、
処
分
額
一
九
八
六
億
ヱ
ハ
○
○

万
ド
ル
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
六
三
年
三
月
末
現
在
で
、
わ
が
国
の
証
券
会
社
の
三
二
社
が
海
外
拠
点
を
有
し
、
こ
の
三
二
社
が
海
外
に
有

す
る
拠
点
は
、
現
地
法
人
（
出
資
比
率
五
○
パ
ー
セ
ン
ト
超
）
九
九
、
現
地
法
人
の
支
店
二
四
、
駐
在
員
事
務
所
八
四
の
計
二
ｏ
七
拠
点
、
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国
数
に
し
て
二
二
ヶ
国
、
都
市
数
に
し
て
三
二
都
市
に
及
ん
で
い
る
。
外
国
証
券
業
者
の
四
五
社
が
免
許
を
取
得
し
て
わ
が
国
に
支
店
（
四
九
）

を
股
騒
し
（
昭
和
六
三
年
五
月
末
現
在
）
、
’
二
六
社
が
駐
在
員
事
務
所
を
匿
い
て
い
る
（
昭
和
六
三
年
三
月
末
現
在
）
。
大
蔵
省
旺
券
局
年

報
昭
和
六
三
年
版
二
○
三
頁
（
別
表
一
一
一
一
）
、
二
○
五
頁
（
別
表
一
二
二
）
、
二
四
九
～
二
五
一
頁
。
東
京
証
券
取
引
所
の
外
国
株
市
場
で

の
上
場
外
国
会
社
数
は
、
昭
和
六
三
年
九
月
二
九
日
に
一
○
○
社
に
達
し
た
。
商
事
法
務
一
一
六
一
号
（
昭
和
六
三
年
）
五
○
頁
。

（
５
）
目
。
ご
・
馬
§
の
．
（
の
ｂ
・
Ｚ
・
『
』
垣
忠
）
．
］
の
ｍ
・
因
・
㈲
・
図
・
『
＆
（
】
爵
）

（
６
）
の
固
○
『
・
三
ｐ
ｐ
ｍ
．
（
の
．
□
・
Ｚ
・
目
・
］
・
田
）
・
巴
、
．
”
・
田
・
国
．
ご
］
、
（
后
田
）

（
７
）
ｍ
・
宮
・
の
：
目
目
ご
国
厨
←
耳
・
・
〆
９
，
句
・
臣
§
》
日
・
巨
葛
⑯
且
§
ｃ
§
Ｐ
ら
切
固
画
□
国
】
、
（
Ｅ
Ｑ
『
・
］
②
ｇ
）
》

。
⑩
１
．
月
員
、
具
冨
：
］
の
営
尋
．
、
◎
ず
◎
の
：
ｐ
口
日
．
＄
ｍ
ｐ
ｍ
・
垣
＆
（
』
患
①
）

（
８
）
］
し
白
皀
切
の
⑪
←
日
の
目
の
三
ｏ
崗
吾
の
い
ゆ
ミ
自
亘
ａ
》
因
の
、
守
巴
の
日
の
ロ
ー
Ｏ
崗
昏
の
げ
口
弓
曰
豈
の
国
ｏ
日
付
口
切
の
』
口
蔑
ｏ
口
の
い
い
尋
・
帛
岳
①

ロ
日
←
の
』
ぬ
薗
訂
⑰
．
、
ｇ
・
合
］
。
。
日
日
の
ロ
ー
Ｐ
画
銘
（
］
湯
『
）
（
す
の
『
の
旨
日
毎
円
困
の
、
薗
扇
日
の
日
）

（
９
）
］
し
ロ
『
罰
の
；
訂
目
§
》
の
§
日
口
・
←
の
Ｐ
の
。
・
・
←
民
畠
『
の
言
い
の
Ｐ
な
お
、
拙
稿
、
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
証
券
の
国
際
的
不

正
取
引
の
規
制
」
竹
内
先
生
還
暦
妃
念
『
現
代
企
業
法
の
展
開
』
四
七
五
頁
参
照
。

（
、
）
銀
行
秘
密
法
（
９
口
丙
、
の
◎
円
①
。
］
］
ｐ
肴
の
）
は
、
銀
行
が
顧
客
の
承
諾
な
し
に
顧
客
の
氏
名
を
開
示
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
従
っ

て
、
銀
行
秘
密
法
を
有
す
る
国
の
仲
介
者
（
銀
行
）
を
通
し
て
、
あ
る
者
が
合
衆
国
の
証
券
市
場
で
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
行
っ
た
疑
い
が

あ
る
場
合
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
そ
れ
を
立
証
す
る
た
め
の
証
拠
を
得
る
た
め
、
仲
介
者
に
対
し
て
実
質
上
の
当
事
者
（
本
人
）
を
明
ら
か
に
す
る

よ
う
求
め
て
も
、
仲
介
者
は
自
国
の
秘
密
法
を
眉
に
そ
の
要
求
を
拒
む
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
、
仲
介
者
に
対
す
る
合
衆
国
の
要
求
を

強
行
す
る
こ
と
は
、
仲
介
者
に
自
国
の
法
違
反
行
為
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
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１
Ｌ
一
七
忽
給
叩
（
巨
口
啓
画
合
の
同
Ｐ
｝
）
去
幻
升
広

二
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
対
応

③
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
制
権
限
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
合
衆
国
証
券
諸
法
（
ず
う
の
、
の
」
の
日
］
⑩
ｇ
且
薗
腸
］
ｂ
：
）
の
執
行
と
運
用
に
つ
い
て

主
た
る
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
機
関
（
潟
の
旨
］
）
で
あ
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
し
て
は
、
証
券
諸
法
違
反
の
容
疑
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

調
査
（
旨
く
腸
威
困
昌
・
己
）
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
お
り
（
例
え
ば
、
証
券
取
引
所
法
二
一
条
（
ａ
）
項
）
、
こ
の
権
限
の
中

に
は
、
証
人
に
罰
則
付
召
喚
令
状
を
発
し
（
ｍ
ｐ
ｇ
の
ロ
陣
薗
目
の
、
、
の
）
、
宣
誓
や
確
約
を
さ
せ
、
文
書
や
記
録
の
提
出
を
要
求
す
る

こ
と
が
含
ま
れ
る
（
同
条
（
ｂ
）
項
）
。
こ
の
要
求
に
従
わ
な
い
者
は
軽
罪
（
且
因
の
日
の
目
・
円
）
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
が
、
Ｓ

Ｅ
Ｃ
は
、
さ
ら
に
、
合
衆
国
裁
判
所
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
要
求
に
従
う
べ
き
旨
の
命
令
を
発
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
裁

判
所
の
命
令
に
従
わ
な
い
者
は
、
裁
判
所
侮
辱
罪
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
（
同
条
（
Ｃ
）
項
）
。
従
っ
て
、
合
衆
国
内
の
証
券
市
場

に
お
い
て
、
例
え
ば
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
こ
の
調
査
権
に
基
づ
い
て
調
査

を
開
始
し
、
必
要
な
証
言
や
証
拠
と
し
て
の
取
引
記
録
等
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
合
衆
国
外
か
ら
の
注
文
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

取
引
に
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
権
は
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を

つ
ぎ
の
事
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

合
衆
国
内
に
居
住
し
て
な
く
、
厳
格
な
銀
行
秘
密
法
を
有
す
る
国
に
住
所
（
」
・
日
日
］
の
）
を
持
つ
者
が
、
合
衆
国
外
の
銀
行
あ

る
い
は
証
券
会
社
（
外
国
証
券
金
融
機
関
）
に
口
座
を
開
設
し
、
口
座
の
開
設
と
同
時
に
、
一
三
１
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
に
上
場
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設
例
に
つ
き
規
律
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
行
為
（
８
己
巨
ｇ
）
」
基
準
お
よ
び
「
効
果
（
の
澪
の
ｇ
）
」

基
準
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
外
国
か
ら
、
通
信
手
段
に
よ
っ
て
、
合
衆
国
の
証
券
会
社
を

通
し
て
合
衆
国
内
の
証
券
取
引
所
に
お
い
て
実
行
さ
れ
た
取
引
は
、
証
券
取
引
所
法
の
適
用
対
象
と
な
る
合
衆
国
内
の
取
引

さ
れ
て
い
る
Ａ
株
式
会
社
の
株
式
に
対
す
る
大
量
の
買
注
文
を
出
し
た
。
そ
の
注
文
に
よ
る
取
引
は
、
外
国
証
券
金
融
機
関
か
ら

テ
レ
ッ
ク
ス
で
合
衆
国
の
証
券
会
社
に
買
注
文
と
し
て
指
示
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
た
合
衆
国
の
証
券
会
社
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
証
券
取
引
所
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
外
国
証
券
金
融
機
関
は
、
こ
の
取
引
を
、
合
衆
国
の
証
券
会
社
に
当
該
外
国
証
券
金
融
機

関
名
で
有
す
る
総
合
（
◎
日
日
目
、
）
口
座
を
通
し
て
行
っ
た
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
右
の
取
引
が
、
Ａ
社
に
対
す
る
公
開
買
付
に
関
す
る

重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
し
て
、
合
衆
国
内
に
お
い
て
調
査
を
開
始
し
た
。
Ａ
社
か
ら
の
事
情
聴

取
に
よ
っ
て
、
上
の
嫌
疑
が
濃
厚
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
外
国
証
券
金
融
機
関
を
通
し
て
買
注
文
を
出
し

た
人
物
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
、
外
国
証
券
金
融
機
関
の
顧
客
リ
ス
ト
を
入
手
す
る
必
要
が
あ
っ
た
、
）

⑪
域
外
適
用
の
可
否
お
よ
び
要
件
右
の
設
例
に
つ
き
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
外
国
証
券
金
融
機
関
に
対
し
て
顧
客
リ
ス
ト
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
問
題
は
、
証
券
取
引
所
法
に
よ
っ
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
与
え
ら
れ
た
権
限
が
こ
の
場
合
に
ま
で
及
び
う

る
の
か
と
い
う
問
題
と
な
る
。
証
券
取
引
所
法
に
よ
っ
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
認
め
ら
れ
た
調
査
権
は
、
同
法
を
効
果
的
に
執
行
す
る
手
段

と
し
て
認
め
ら
れ
た
権
限
で
あ
り
、
そ
の
権
限
が
特
定
の
事
例
に
及
ぶ
か
と
い
う
問
題
は
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
執
行

管
轄
権
（
』
巨
『
】
の
ｓ
：
。
ｐ
８
国
員
。
『
８
－
咽
か
及
ぶ
範
囲
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ

も
そ
も
、
設
例
の
事
例
に
つ
い
て
証
券
取
引
所
法
自
体
の
適
用
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
規
律
管
轄
権
の
存
否
が

ま
ず
問
題
と
な
る
。
執
行
管
轄
権
は
、
規
律
管
轄
権
を
前
提
と
し
、
規
律
管
轄
権
の
範
囲
内
で
の
み
行
使
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
か

ら
で
あ
る
冠
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（
電
荷
悪
叫
な
ら
、

ら
で
あ
る
冠

あ
る
法
律
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
頬
薊
理
塵
闘
の
権
限
が
ど
の
範
囲
ま
で
及
ぶ
か
と
い
う
こ
と
、
と
く
に
、
そ
れ
が
外
国
に
い
る

人
な
い
し
物
に
ま
で
及
び
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
法
律
が
ど
の
よ
う
に
意
図
し
て
い
る
の
か
と
い
う
意
味
で
当
該
法
律

の
解
釈
問
題
だ
と
さ
れ
て
い
ａ
、
）
そ
こ
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
権
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
証
券
取
引
所
法
が
ど
う
規
定
し
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
権
（
執
行
管
轄
権
）
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
証
券
取
副
町
法
一
一
一
条
（
ｂ
）
項
は
、
「
証

人
の
出
頭
ま
た
は
記
録
の
提
出
は
、
合
衆
国
ま
た
は
州
の
い
か
な
る
場
所
か
ら
で
も
、
指
定
の
審
問
の
場
所
に
こ
れ
を
な
す
よ
う
、

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
謹
こ
の
よ
う
な
合
衆
国
の
損
薊
擢
歯
に
対
す
る
一
般
的
な
規
制
権
限
の
授
与
は
、
そ

●
●
●
０
０
０
０
●
●
●
■
●
●
Ｄ
Ｃ
Ｏ
Ｇ
Ｃ
Ｏ
０
●
●
●

の
よ
う
な
機
関
に
、
合
衆
国
の
市
民
で
も
居
住
者
で
も
な
く
合
衆
国
外
に
い
る
者
に
対
す
る
出
頭
ま
た
は
記
録
の
提
出
命
令
権
を

与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
で
し
た
が
っ
て
、
設
例
の
事
例
で
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
外
国
証
券
金
融
機
関
に
対
し
て
顧
客
リ

（
行
為
）
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
た
と
え
、
取
引
が
合
衆
国
内
の
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
合
衆
国
の
証
券
取

引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
に
関
す
る
、
重
要
な
未
公
開
情
報
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
限
り
、
証
券
取
引
所
法
の
適
用
を
認
め

る
に
十
分
な
、
合
衆
国
の
証
券
市
場
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
輪
》

そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
証
券
取
引
所
法
を
現
実
に
執
行
す
る
た
め
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
認
め
ら
れ
た
規
制
権
限
、
具
体
的
に
は
、
外
国
証

券
金
融
機
関
等
に
対
す
る
命
令
権
が
及
ぶ
か
が
問
題
と
な
る
。
執
行
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
規
律
管
轄
権
が
認
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
規
律
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
れ
ば
当
然
に
執
行
管
轄
権
も
認
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
両
者
の
適
用

範
囲
は
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
、
領
域
外
へ
の
適
用
範
囲
に
は
違
い
が
あ
る
。
規
律
管
轄
権
が
領
域
に
よ
っ

て
厳
格
に
制
限
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
と
異
な
り
、
執
行
管
轄
権
は
、
依
然
と
し
て
厳
格
に
領
域
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る

蛇
何
故
な
ら
、
領
域
外
へ
の
執
行
管
轄
権
の
行
使
が
も
た
ら
す
他
国
の
主
権
の
侵
害
は
、
規
律
管
轄
権
に
比
べ
よ
り
直
接
的
だ
か
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ス
ト
を
提
出
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
は
、
当
該
機
関
が
外
国
に
し
か
事
務
所
を
有
し
な
い
以
上
、
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

設
例
の
株
式
買
い
付
け
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
の
公
正
さ
が
損
な

わ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
取
引
に
対
し
て
合
衆
国
が
規
律
管
轄
槽
を
有
す
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
規

制
を
現
実
に
執
行
す
る
権
限
は
外
国
と
い
う
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
行
使
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

合
衆
国
内
で
行
使
で
き
る
規
制
機
関
の
権
限
を
、
た
と
え
合
衆
国
の
規
律
管
轄
権
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
機
関
自

身
の
判
断
で
外
国
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
の
権
限
の
行
使
が
外
国
主
権
と
の
衝
突
を
生
ず
る
可
能
性
が

大
き
い
た
め
に
、
そ
の
権
限
の
存
否
の
判
断
を
当
該
規
制
機
関
に
委
ね
ず
、
当
初
か
ら
、
裁
判
所
の
関
与
の
下
に
、
そ
の
判
断
が
相

当
性
の
原
則
（
昏
の
官
旨
。
ご
］
の
。
ｍ
８
用
。
□
：
］
の
口
田
切
）
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
輪
）
し
た
が
っ
て
、
規
制
機

関
は
、
機
関
自
身
で
は
そ
の
権
限
を
及
ぼ
し
得
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
に
、
外
国
に
あ
る
物
ま
た
は
人
に
対
し
て
機
関
の

権
限
に
服
す
る
よ
う
令
ず
る
命
令
を
発
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
合
衆
国
の
裁
判
所
は
、
そ
の
管
轄
権
に
服
す
る
も
の
に

対
し
て
、
訴
訟
ま
た
は
規
制
機
関
の
調
査
に
関
す
る
文
書
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
を
、
そ
の
資
料
ま
た
は
そ
の
所
持
者
が
合
衆
国
外

に
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
命
ず
る
場
合
が
あ
匙
屯
合
衆
国
の
裁
判
所
が
合
衆
国
外
に
あ
る
資
料
の
提
出
を
命
ず
る
か
否
か
の
判
断

は
、
当
該
資
料
の
提
出
に
関
わ
る
合
衆
国
の
利
害
と
主
権
の
侵
害
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
の
利
害
と
の
調
整
の
う
え
で
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
、
命
令
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
、
合
衆
国
の
命
令
に
従
う
こ
と
が
外
国
の
法
違
反
と
な
る
と
い
う
場
合
が

生
じ
得
る
・
典
型
的
な
事
例
は
、
銀
行
秘
密
麓
蓉
有
す
る
国
に
あ
る
銀
行
に
対
し
て
、
顧
客
の
氏
名
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
る

場
合
や
い
わ
ゆ
る
対
抗
立
法
（
ず
］
。
◎
嵐
己
、
の
冒
冒
爵
一
麹
替
有
す
る
国
に
い
る
者
に
対
し
て
情
報
の
開
示
を
求
め
る
場
合
で
あ
る
・

こ
の
場
合
に
は
、
あ
る
者
に
外
国
法
違
反
を
求
め
る
と
い
う
意
味
で
、
外
国
の
主
権
に
対
す
る
侵
害
が
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
、
命
令
を
発
し
・
つ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
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合
衆
国
外
に
あ
る
資
料
の
開
示
が
、
外
国
法
に
違
反
す
る
場
合
で
も
、
な
お
、
命
令
を
発
し
得
る
場
合
が
あ
る
と
す
る
の
が
判
例

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
当
該
資
料
の
開
示
に
対
す
る
合
衆
国
と
外
国
の
利
害
の
比
較
較
量
は
勿
論
、

命
令
の
名
宛
人
が
資
料
の
開
示
に
つ
い
て
外
国
当
局
の
許
可
を
得
る
よ
う
誠
実
な
努
力
（
、
。
。
』
甘
〕
岳
の
露
・
昇
）
を
し
た
か
と
い

う
こ
と
も
考
慮
さ
れ
る
。
誠
実
な
努
力
が
な
さ
れ
た
か
否
か
は
、
命
令
に
従
わ
な
い
者
に
対
す
る
法
廷
侮
辱
罪
等
の
制
裁
を
課
す
際

に
重
要
な
要
素
と
な
る
。
誠
実
な
努
力
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
当
局
の
許
可
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
も
、
事
情

に
よ
っ
て
は
そ
の
者
の
不
利
に
事
実
を
認
定
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
の
が
判
例
の
状
況
で
あ
匙
哩

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
権
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
に
つ
い
て
裁
判
所
が
、
銀
行
秘
密
法
を
有
す
る
国
の
銀
行
に
対
し
て
顧
客
名
の
開
示

を
命
じ
た
判
例
が
あ
亙
亜
）
株
式
公
開
買
付
け
に
絡
む
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
疑
惑
で
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
ス
イ
ス
銀
行
を
通
じ
て
一
一
ニ
ー
ョ
ー

ク
証
券
取
引
所
で
株
式
取
引
を
行
っ
た
者
を
特
定
す
る
た
め
、
そ
の
銀
行
に
買
付
け
者
の
氏
名
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
命
ず
る
命

令
を
裁
判
所
に
求
め
た
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
ま
ず
、
当
該
取
引
に
よ
っ
て
得
た
収
益
を
当
該
ス
イ
ス
銅
行
の
た
め
に
保
管
し
て
い
る
信
託

会
社
に
対
す
る
、
そ
の
収
益
の
移
動
を
制
限
す
る
一
時
的
抑
止
命
令
（
ず
の
冒
已
ｏ
Ｂ
ｑ
§
可
Ｐ
旨
ご
ｍ
ｏ
ａ
の
同
）
を
求
め
、
裁
判
所
は

そ
れ
を
認
め
た
が
、
そ
の
命
令
は
、
同
時
に
、
ス
イ
ス
銀
行
に
対
し
て
、
買
付
け
者
本
人
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
起
廼
し
か
し
、

銀
行
は
銀
行
秘
密
法
を
理
由
に
そ
の
要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
裁
判
所
は
、
非
公
式
に
ス
イ
ス
銀
行
に
対
し
て
、
裁
判
所
が

厳
し
い
制
裁
付
の
開
示
命
令
を
出
す
こ
と
を
決
定
し
た
旨
を
伝
え
た
と
こ
ろ
、
銀
行
は
直
ち
に
ス
イ
ス
銀
行
秘
密
法
の
権
利
放
棄
を

取
り
つ
け
、
求
め
ら
れ
た
情
報
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
提
供
し
坦
屯
な
お
、
ス
イ
ス
銀
行
に
対
す
る
管
轄
権
の
根
拠
は
、
銀
行
が
そ
の
子
会
社

を
通
じ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
匙
画
）

外
国
か
ら
の
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を
取
り
次
い
だ
銀
行
秘
密
法
を
有
す
る
国
の
銀
行
や
信
託
会
社
を
名
目
的
な
被
告
（
ロ
。
且
目
］

」
の
閂
の
己
自
訂
）
に
し
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
、
未
だ
判
明
し
て
い
な
い
買
主
に
対
す
る
調
査
権
の
執
行
命
令
を
裁
判
所
に
求
め
る
と
同
時
に
、
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名
目
的
な
娩
筈
の
下
に
あ
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
か
ら
の
収
益
を
凍
結
す
る
一
時
的
抑
止
命
令
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的

に
真
の
買
主
を
突
き
止
め
、
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
事
例
も
あ
匙
唖
こ
の
事
例
で
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
収
益
の
凍
娃
史
叩
令
を
得

た
後
、
真
の
買
主
に
閑
す
る
憎
報
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
・
ス
イ
ス
間
の
一
九
七
七
生
命
型
事
共
感
聖
条
約
（
房
の
乞
司
目
『
の
ｇ
］

◎
巨
富
ロ
百
ｍ
］
し
、
臼
、
冨
己
８
旨
。
『
】
目
目
」
冨
厩
芹
：
）
に
基
づ
い
て
、
司
法
省
を
通
じ
ス
イ
ス
政
府
の
助
力
を
求
め
た
。
イ
ン
サ

イ
ダ
ー
取
引
が
ス
イ
ス
法
上
明
確
に
犯
罪
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
双
方
可
罰
性
（
』
巨
口
］
◎
回
日
旨
Ｐ
］
ご
）
の
要
件
に
合
致
し

な
い
と
す
る
ス
イ
ス
連
邦
爵
査
塁
識
却
功
の
判
貯
ぞ
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
要
請
が
当
初
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
あ
い
な
が
ら
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、

學
竪
衝
裁
判
所
の
判
決
に
示
さ
れ
た
意
見
を
参
看
に
し
て
、
再
度
、
条
件
に
基
づ
く
専
請
を
し
、
最
終
的
に
最
吉
園
載
判
所
も
こ
れ
を
認

め
て
、
ス
イ
ス
政
府
Ｐ
印
力
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

右
の
二
つ
の
事
例
で
は
、
い
ず
れ
も
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
ス
イ
ス
銀
行
を
通
じ
て
株
式
取
引
を
し
た
者
を
特
定
す
る
の
に
成
功
し
て
い
る
。

し
か
し
、
第
一
の
因
：
３
Ｄ
の
一
］
Ｐ
の
鳥
８
日
（
ロ
田
）
ケ
ー
ス
で
裁
判
所
の
開
示
△
叩
令
が
効
果
を
発
揮
し
た
の
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
の

特
採
な
璽
聿
繭
四
係
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
国
四
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
平
会
社
を
有
し
て
お
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

銀
行
に
多
麺
お
口
座
が
あ
り
、
多
数
の
将
鱈
慕
抹
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
不
正
取
引
か
ら
の
収
益
に
対
す
る
抑
止

命
令
を
可
能
に
し
、
厳
し
い
劃
蕊
笹
皿
命
令
を
出
す
と
い
う
一
種
の
脅
し
に
よ
る
方
法
に
従
わ
し
め
る
娃
密
未
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、

輕
諦
到
所
の
管
轄
権
に
つ
き
困
難
な
間
題
を
生
ず
る
原
因
に
も
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
互
迦
合
衆
国
内
で
全
く
萱
葉
を
営
ん
で
い
な
い

外
国
銀
行
が
、
合
衆
国
内
の
市
場
で
取
り
引
き
さ
れ
る
露
各
か
ら
の
注
文
を
合
衆
国
の
証
券
会
社
に
取
り
次
い
だ
に
す
ぎ
な
い
場
苔

に
は
、
外
国
銀
行
に
対
す
る
合
衆
国
裁
判
所
の
人
的
裁
判
善
昼
撞
権
（
ロ
の
『
の
。
目
］
〕
且
の
＆
且
。
ｐ
）
の
存
否
に
つ
き
困
難
な
問
題
が
生

じ
、
当
墨
騨
外
国
銀
行
に
対
す
る
開
一
盃
叩
令
は
出
せ
な
い
お
そ
れ
が
あ
匙
血
）
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
識
別
の
外
国
証
券
金
融
機
関
が
、

合
衆
国
内
に
全
く
闇
慌
の
事
務
所
を
有
し
な
い
と
す
る
と
、
た
と
え
ロ
巴
判
決
の
下
で
も
、
開
一
盃
叩
令
は
出
さ
れ
な
い
可
能
性
が
大
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き
い
と
い
う
こ
と
に
な
匙
唖
）

因
巴
ケ
ー
ス
で
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
情
報
の
開
示
に
成
功
し
た
が
、
一
方
的
に
開
示
を
強
制
す
る
方
法
が
、
相
手
国
と
の
間
に
緊
張
関

係
を
生
じ
、
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
れ
ば
、
相
手
国
は
対
抗
立
法
や
そ
の
他
合
衆
国
の
利
益
に
反
す
る
措
置
を
取
る
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
と
い
う
の
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
自
身
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
廷
函
）
そ
の
点
、
第
二
の
事
例
で
は
、
相
手
国
と
の
条
約
に
基
づ
い
て
そ
の

協
力
を
求
め
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
た
た
め
、
相
手
国
の
反
発
を
買
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
証
拠
を
得
る
ま
で
に
長
い
時
間
と
労

力
を
費
や
し
た
。
と
く
に
、
時
間
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
は
証
拠
の
収
集
に
と
っ
て
致
命
的
で
あ
患
）
し
た
が
っ
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
そ

の
調
査
権
を
外
国
に
あ
る
物
あ
る
い
は
人
に
た
い
し
て
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
て
も
、
一
方
的
に
そ
れ
を
実
一
行
す
る
こ
と
は
、

た
と
え
裁
判
所
の
命
令
を
得
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

何
「
行
為
に
よ
る
擢
札
放
棄
（
三
日
ぐ
の
『
耳
。
。
且
Ｅ
Ｓ
）
」
の
提
案
と
そ
の
結
果
本
稿
の
設
例
の
事
例
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ

の
調
査
権
が
及
ば
な
い
、
あ
る
い
は
、
及
ぶ
場
合
で
も
多
大
な
時
間
と
労
力
。
費
用
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
合
衆
国
の
証
券
市

場
を
公
正
に
保
つ
う
え
か
ら
看
過
し
え
な
い
問
題
で
あ
る
。
仮
に
、
銀
行
秘
密
法
が
あ
る
た
め
に
、
そ
の
国
の
銀
行
を
通
じ
さ
え
す

れ
ば
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
権
か
ら
逃
げ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
外
国
か
ら
の
取
引
に
よ
っ
て
、
せ
っ
か
く
公
正
さ
を
維
持
し
て

き
た
合
衆
国
の
証
券
諾
鰹
場
も
た
ち
ま
ち
荒
ら
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
目
に
み
え
て
い
る
。
不
正
取
引
の
取
締
り
に
全
力
を
傾
け
て
き

た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
容
認
で
き
な
い
事
態
で
あ
る
。
合
衆
国
の
公
正
な
証
券
市
場
に
侵
入
し
て
、
違
法
行
為
を
行
い
、

そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
持
ち
去
り
、
そ
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
外
国
法
を
楯
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ

に
、
正
義
に
た
い
す
る
戯
一
喫
化
で
あ
る
と
し
た
判
決
の
結
諭
藤
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
権
が
及
ば
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
い
う
実
質
上
の
判
断
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
っ
て
広
く
意
見
が
求
め
ら
れ
た
「
行
為
に
よ
る
権
利
放
棄
」
を
立

法
化
す
る
と
い
う
提
案
は
、
こ
の
判
断
を
実
定
法
上
も
現
実
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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つ
け
為
に
よ
る
鑪
刺
放
棄
」
と
い
う
の
は
、
一
国
接
・
間
接
を
問
わ
ず
、
合
衆
国
内
で
の
証
券
の
売
買
行
為
が
、
外
国
の
秘
密
法
の
適

用
を
》
処
案
す
る
と
い
う
作
用
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
の
下
で
は
、
合
衆
国
内
で
の
証
券
堅
蜜
具
汀
為
は
、

そ
の
取
引
に
関
し
連
邦
証
券
諸
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
、
行
政
手
続
、
も
し
く
は
差
止
を
求
め
る
訴
訟
の
た
め
に
、

そ
の
取
引
に
関
す
る
檜
巍
や
証
拠
を
開
示
す
る
こ
と
に
暗
黙
の
了
解
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
売
買
行
為
は
、

そ
の
壷
頁
を
｛
表
付
し
た
合
衆
国
の
証
券
会
社
を
、
合
衆
国
裁
判
所
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
令
状
も
し
く
は
罰
則
付
召
還
令
状
の
送
達
を
受

け
る
た
め
の
代
理
人
に
指
名
し
、
裁
判
所
お
よ
び
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
人
的
裁
判
響
昼
轄
權
の
執
行
に
同
意
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
議
＄

Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
こ
の
提
案
は
、
確
か
に
、
合
衆
国
の
証
券
市
場
の
一
税
制
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
の
執
行
の
段
階
で
、
秘
密
伝
が
あ

る
た
め
に
、
外
国
か
ら
参
加
す
る
者
と
の
間
で
事
実
上
二
重
の
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
欠
臓
を
是
正
し
、
外
国
か
ら

の
参
加
者
を
も
平
等
な
規
制
に
服
せ
し
め
る
と
い
う
目
的
に
は
合
致
す
る
。
と
く
に
、
国
境
を
越
え
重
税
制
を
及
ぼ
す
塲
苔
に
執
行

管
轄
権
お
よ
び
裁
判
管
轄
権
が
直
面
す
る
険
路
を
打
ち
破
る
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
起
璽
し
か
し
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
提
案
に
対
す
る
反

応
は
、
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
に
強
く
反
対
す
る
も
の
で
あ
っ
棒
←
そ
の
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な
一
方
的
な
一
々
法
に
よ
っ
て
受
け
る
利
益

よ
り
も
、
そ
の
た
め
の
代
償
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
何
よ
り
も
、
他
国
の
主
権
の
侵
害
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
叩
）

結
局
、
こ
の
提
案
は
葬
ら
れ
て
し
ま
つ
起
酬
）

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
「
行
為
に
よ
る
権
扣
放
棄
」
の
提
案
と
そ
の
結
末
は
、
合
衆
国
証
塞
帝
塲
の
公
正
性
拝
持
の
た
め
に
、
国
境
を
越
え
て

行
わ
れ
る
取
引
に
対
し
て
も
、
国
内
の
取
引
に
対
す
る
の
と
同
じ
規
制
を
及
ぼ
す
こ
と
の
必
一
篝
性
を
示
す
と
同
時
に
、
そ
の
規
制
を

一
方
的
に
実
行
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
も
示
す
結
果
に
な
っ
た
。
他
国
と
の
壊
力
に
よ
る
』
規
制
の
必
要
性
と
実
効
性
が
あ
ら
た
め
て

認
識
さ
れ
、
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
外
国
に
あ
る
証
拠
や
証
人
に
対
す
る
調
査
権
を
、
利
用
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
一
方
的
に
執
行
す
る
こ
と

に
努
め
る
と
同
時
に
、
一
方
飼
な
方
法
が
、
た
と
え
最
終
的
に
は
成
功
し
た
と
し
て
も
有
す
る
欠
陥
、
す
な
わ
ち
、
時
間
と
費
用
・

労
力
を
要
し
、
そ
の
上
予
測
可
能
性
に
欠
け
、
何
よ
り
も
相
手
国
と
の
関
係
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
と
い
う
結
果
を
回
避
で
き
る
方

法
を
も
糖
刀
的
に
模
索
し
た
。
そ
の
点
で
は
、
結
局
、
相
手
国
の
同
意
を
得
な
が
ら
進
め
る
と
い
う
方
法
が
、
合
衆
国
外
に
あ
る
情

報
や
匪
又
書
を
入
手
す
る
の
に
よ
り
確
実
で
効
果
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
合
意
が
拡
大
し
発
展
す
れ
ば
、
長
》
郷
的
に
は
、
国
際
的

証
券
取
引
の
規
制
の
分
野
で
の
」
鰯
力
に
関
す
る
持
続
的
な
佐
制
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
帰
結
で
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
唖
）
た
だ
し
、
そ
こ
に
至
る
過
程
で
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
相
手
国
の
合
意
を
取
り
付
け
る
と
い
う
方
法
に
つ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
権

が
迅
速
か
つ
効
菓
的
に
執
行
さ
れ
る
合
意
の
内
容
を
求
め
て
、
既
存
の
条
約
や
覚
書
等
の
欠
陥
を
克
服
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
権
を
一
方
的
な
方
法
で
外
国
に
及
ぼ
し
得
な
い
現
苔
に
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
手
段
は
、
外
国
で
の
証
拠
や
証
言
の

収
集
に
関
す
る
既
存
の
多
園
簡
も
し
く
は
二
国
間
条
約
に
頼
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
民
事
お
よ
び
商
事
に
つ
い
て
の
外
国
に

お
け
る
証
拠
の
収
集
に
関
す
る
条
詑
約
（
号
の
○
・
冒
の
葛
ｏ
ｐ
ｏ
口
昏
の
自
鳥
旨
、
◎
命
固
く
匙
の
ロ
８
シ
耳
・
且
冒
Ｑ
ぐ
】
］
◎
同
○
．
目
白
の
円
。
旨
］

冨
巴
←
：
）
」
や
合
衆
国
・
ス
イ
ス
間
の
刑
》
雷
共
助
条
約
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
る
方
法
は
い
ず
れ
も
時
間
が

か
か
り
す
ぎ
る
ば
か
り
で
な
く
、
必
ず
し
も
実
効
性
が
保
証
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
前
者
は
、
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
を
前
提

に
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
訴
訟
提
起
前
の
調
査
に
は
利
用
で
き
ず
、
利
用
で
き
る
担
笈
ロ
に
つ
い
て
も
、
諸
々
の
制
限
が

課
さ
れ
、
事
露
随
情
報
提
供
の
寒
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
は
不
確
か
で
あ
詮
叩
）
ま
た
、
先
に
み
た
事
例
隆
副
）
後
者
に
よ
っ
た
塲
苔

で
あ
る
が
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
こ
の
条
約
で
要
件
と
さ
る
双
方
可
罰
性
に
合
致
し
な
い
と
し
て
、
当
初
、
要
求
が
拒
否
さ
る
と

２
双
方
の
合
意
（
巨
凰
の
日
］
Ｐ
円
の
の
曰
の
員
の
）
に
よ
る
方
濯
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Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
調
査
に
関
し
て
最
初
に
覚
書
を
取
り
交
わ
し
た
の
は
、
ス
イ
ス
と
の
間
で
あ
っ
ね
邸
）
こ
の
覚
書

は
、
両
圃
簡
の
刑
事
共
助
条
約
が
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
調
査
に
関
し
て
有
す
る
欠
点
、
と
く
に
双
方
可
罰
性
を
是
正
す
る
た
め
に

締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
覚
書
は
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
合
衆
国
証
券
取
引
法
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
、
ス
イ

ス
に
お
い
て
は
そ
の
行
為
自
体
が
処
罰
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
が
、
ス
イ
ス
銀
行
が
未
公
開
の
情
鋭
に
基
づ
い
て
合
衆
国
内
で
取
引

を
実
行
す
る
こ
と
は
、
両
国
の
利
益
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
刑
事
共
助
条
約
の
適
用
に
つ

い
て
意
見
の
交
換
を
行
い
、
同
条
約
に
基
づ
く
強
制
的
方
法
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
。
ス
イ
ス
に
お
い
て
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
を

違
法
と
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
現
実
的
な
対
応
と
し
て
、
こ
の
覚
書
に
位
属
す
る
ス
イ
ス
銀
行
協
会
と
の
協
定
が
締

結
さ
れ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
か
ら
の
情
報
提
供
要
請
は
同
協
会
内
に
設
け
ら
れ
た
調
査
丞
菖
云
云
を
通
し
、
そ
の
委
員
会
が
相
当
と
認
め
た
場
合

に
銀
行
に
対
し
情
麹
お
提
供
が
命
じ
ら
れ
る
什
頼
み
が
取
ら
れ
起
叩
）
な
お
、
ス
イ
ス
に
お
い
て
も
、
’
九
八
八
年
七
月
一
日
の
刑
法

典
の
改
正
に
よ
り
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
す
る
刑
事
罰
が
定
め
ら
れ
迄
邸
）

Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
そ
の
後
、
日
勲
が
よ
び
英
勵
掌
と
も
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
に
関
す
る
覚
書
を
締
結
し
、
一
九
八
八
年
に
な
っ
て
、
こ
の
種

の
も
の
と
し
て
は
も
っ
と
も
包
括
的
な
覚
書
を
カ
ナ
ダ
の
オ
ン
タ
リ
オ
、
ケ
ベ
ッ
ク
お
よ
び
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の

証
券
委
員
艶
お
よ
び
プ
ラ
ジ
蛎
ど
の
間
で
締
結
し
鶴
）

外
国
の
規
制
機
関
と
の
協
調
に
よ
っ
て
、
調
査
権
を
執
行
す
る
と
い
う
覚
書
に
よ
る
方
法
は
、
国
際
的
な
証
券
取
引
の
規
制
に
つ

い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
強
力
な
手
段
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
つ
れ
邸
）
そ
れ
は
、
こ
の
分
野
で
詳
細
な
手
続
き
を
確
立
し
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
要
請

よ
る
一
打
法
で
あ
る
。

い
う
事
態
を
生
じ
た
。
こ
れ
ら
の
条
約
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
権
を
効
章
赤
的
に
執
行
す
る
に
は
不
十
塔
老
あ
っ
た
。
そ
こ
で
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、

そ
の
調
査
権
に
あ
っ
た
合
意
を
取
り
付
け
る
こ
と
に
着
手
し
起
啄
）
そ
れ
が
、
覚
書
（
旨
の
日
。
Ｂ
且
口
目
・
閉
口
且
閲
冨
己
旨
、
）
に
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に
時
間
的
な
予
定
を
た
て
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
何
よ
り
も
、
一
方
的
な
方
法
に
よ
る
場
合
の
よ
う
な
外
国
の
反
発
を
買
う
こ
と
が

な
い
と
い
う
利
点
が
あ
互
唖
し
か
し
、
こ
れ
も
、
外
国
の
規
制
機
関
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
協
力
を
完
全
に
実
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

協
力
に
も
限
界
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
英
国
と
の
覚
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
英
国
の
規
制
機
関
が
覚
書
に
よ
っ
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
提
供

で
き
る
情
報
は
そ
の
機
関
が
有
し
て
い
る
（
旨
洋
画
冨
且
、
）
情
報
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
機
関
の
最
善
の
努
力
（
ず
の
、
←
の
廟
。
：
）

に
よ
っ
て
入
手
し
う
る
情
報
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
た
情
報
が
相
手
機
関
の
調
査
権
の
範
囲
に

属
し
な
い
行
為
、
例
え
ば
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
が
英
国
で
違
法
と
は
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
関
す
る
情

報
提
供
を
求
め
ら
れ
て
も
、
相
壬
蟹
闘
は
、
そ
の
情
報
を
強
制
手
段
で
入
手
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
要
請
に
応
じ
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
、
相
手
機
関
の
最
善
の
努
力
を
期
待
す
る
こ
と
も
あ
ま
り
効
果
の
な
い
こ
と
で
あ
篭
）

カ
ナ
ダ
お
よ
び
ブ
ラ
ジ
ル
と
の
覚
書
は
、
従
来
の
覚
書
の
下
で
の
協
力
の
範
囲
を
越
え
て
、
完
全
な
』
聯
力
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
覚
轡
は
、
当
事
者
は
お
互
い
に
、
一
方
の
規
制
機
関
に
よ
っ
て
要
調
さ
れ
た
情
報
が
自
国
２
閥
域
内
に
あ
る
場
合
に
は
、

出
来
う
る
か
ぎ
り
完
全
な
協
力
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
規
定
し
て
い
匙
面
）
そ
れ
は
、
ま
た
、
一
方
の
規
制
擬
餌
だ
よ
っ
て
要
請
さ

れ
た
情
報
を
得
る
た
め
に
必
要
な
場
合
に
は
、
当
事
者
は
そ
の
有
す
る
罰
印
別
付
召
還
令
状
を
発
す
る
権
限
を
も
行
使
す
る
と
定
め
て

い
昼
函
）
さ
ら
に
、
当
事
者
は
、
外
国
の
規
制
機
関
が
要
請
す
る
証
券
取
引
違
反
の
調
査
を
認
め
る
制
定
法
上
の
権
限
を
取
得
す
る
た

め
に
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
ず
る
こ
と
に
同
意
す
る
と
定
め
て
い
亙
邸
）
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
議
会
に
、
国
際
的
証
券
規
制
協
力
法
の
制
定
を
要

請
し
た
の
は
、
こ
の
覚
書
を
実
行
す
る
た
め
で
あ
っ
迄
唖
）

注

（
、
）
設
例
に
つ
い
て
は
、
勺
旨
・
出
ｐ
ａ
儲
。
ご
§
１
ｍ
高
月
Ｐ
も
３
Ｅ
§
の
ｇ
團
号
…
冒
閏
員
冒
罫
の
量
貝
§
Ｑ
蔑
・
百
。
』
、
の
・
属
菖
貯
の
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'■､〆■、Ｆ￣､Ｆ■､

２３２２２１２０
ミーノ、＝ノ、.’、.’

ミ
ロ
、
詠
曾
『
の
ロ
・
ｂ
Ｐ
・
』
・
◎
冑
口
酉
口
巨
、
・
い
：
「
召
、
（
］
腸
『
）
の
驚
剛
を
参
考
に
し
た
。

（
胆
）
博
し
Ｆ
閂
切
の
の
←
日
の
目
】
の
ロ
ー
・
②
民
口
「
ロ
ロ
。
←
の
Ｐ
の
①
。
．
』
留
日
②
巴
・

（
週
）
毎
国
．
○
す
⑪
□
・
囚
冒
←
『
。
」
ロ
ｏ
８
Ｈ
罠
冒
ｏ
←
の
ｇ
圏
Ｐ
、
の
。
・
念
】
○
．
目
ロ
】
の
ｇ
Ｐ
ｇ
馬
］

（
ｕ
）
画
し
げ
［
章
句
の
」
の
３
］
ぬ
の
２
回
←
】
の
、
。
。
：
、
の
。
．
＄
＆
（
Ｐ
）
（
再
）
（
シ
）
ロ
ロ
」
（
Ｐ
）
（
』
）
（
、
）
（
】
」
）
『
。
。
日
日
の
ロ
←
（
閂
）
（
ず
）
（
尚
）
Ｐ
ｐ
ｇ

（
函
）
（
す
）
・
巴
冨
一
・
場
②
（
］
垣
ｇ
）
》
勺
」
言
一
因
Ｐ
門
曰
肋
ｏ
ｐ
Ｐ
ｐ
。
、
宮
Ｐ
ｐ
Ｈ
Ｐ
の
農
ご
『
ロ
ロ
。
←
の
』
］
・
日
＄
『
‐
の
．

（
巧
）
句
・
曰
。
『
，
○
○
日
ｐ
ｐ
ｍ
日
の
、
の
、
巴
員
‐
。
◎
す
巴
ロ
ー
句
。
ｐ
←
’
シ
ー
ご
【
◎
臣
ｍ
ｍ
ｏ
ｐ
・
認
。
句
・
臣
］
ざ
Ｐ
屋
］
①
（
□
。
。
。
］
日
ロ
・
９
円
，
】
の
ぎ
）
・

（
肥
）
旨
ｐ
ｐ
Ｐ
自
訂
Ｃ
・
・
乳
訂
・
旦
冒
何
日
ｐ
鮭
・
副
旦
耐
Ｒ
Ｅ
》
］
因
の
、
．
◎
・
日
願
』
・
屑
、
（
后
匿
）
・
』
蔽
旦
旨
、
巴
ロ
ー
‐
○
・
日
』
口
・
忠
②
可
・

酉
。
』
⑭
Ｃ
Ｃ
・
』
⑭
博
③
口
０
ｍ
の
。

（
Ⅳ
）
』
し
田
閂
勾
の
、
厨
一
の
目
の
ロ
ー
一
切
倶
口
、
ｐ
ｐ
ｏ
←
の
Ｐ
、
の
。
に
国
．
。
。
日
日
の
ロ
←
す
．
ｇ
断
］
・

（
旧
）
眉
エ
メ
は
、
「
の
ロ
◎
ず
ｇ
←
の
ロ
。
ｍ
ｐ
８
ｏ
〔
訂
『
鴬
口
の
⑪
ｍ
の
⑪
ロ
ロ
已
昏
の
ロ
『
ｏ
Ｑ
Ｅ
Ｑ
註
。
□
。
【
ｐ
ロ
】
ｍ
Ｐ
９
ｎ
の
８
ａ
ｍ
ｐ
］
ｐ
］
す
の
Ｈ
２
巳
旬
の
Ｑ

｛
『
。
ｇ
②
ロ
］
ご
］
②
８
旨
守
の
ｑ
昌
一
の
巳
の
厨
一
の
の
。
付
Ｐ
口
］
、
Ｂ
←
の
ｇ
Ｐ
ｐ
］
□
の
、
荷
ご
巴
の
。
□
］
ロ
８
○
崗
豈
の
口
凰
ロ
、
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
四
）
］
シ
ロ
国
の
、
冨
一
の
日
の
ロ
ー
》
の
辰
口
、
ロ
ロ
○
一
の
Ｐ
、
の
。
仁
画
一
■
の
で
ｏ
１
の
【
雪
印
口
。
｛
の
単
》
ｇ
観
③
一
○
ｏ
日
日
○
日
ご
句
ロ
百
門
の
曰
『
口
」
旨
、

。
◎
ロ
目
日
ｍ
２
ｏ
ｐ
ご
・
ｚ
ゆ
ず
回
、
『
『
呂
句
・
＆
盆
『
（
Ｏ
・
○
・
Ｑ
Ｈ
・
］
垣
忠
）
一
ｍ
の
２
回
罫
の
、
固
〆
◎
ず
伍
口
、
の
○
○
日
目
】
切
巴
○
口
『
・
国
ｐ
ｐ
ｍ
Ｐ
口
の
戸

合
Ｃ
句
．
、
巨
已
□
・
］
②
ｓ
（
、
．
□
。
。
。
】
召
②
）
・

（
即
）
］
シ
目
國
の
、
冨
訂
日
の
員
》
良
ご
「
Ｐ
ｐ
ｏ
一
の
Ｐ
の
⑪
◎
・
念
国
。
。
且
ロ
】
晋
一
Ｐ
巴
農
②
．

（
幻
）
ｓ
苞
・
の
①
。
に
函
｛
】
）
（
■
一
・

対
抗
立
方
は
、
あ
る
分
野
の
情
報
を
外
国
に
開
一
本
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
制
定
法
で
あ
り
、
米
国
法
の
域
外
適
用
に
対
抗
す
る
た
め
に
制

注
皿
参
照
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（
釦
）

定
さ
れ
た
と
い
う
背
撒
き
も
つ
。
銀
行
秘
密
渓
が
憎
報
に
対
す
る
顧
客
の
利
益
屡
嬢
の
た
め
で
あ
る
の
に
対
し
、
四
画
、
立
方
は
国
家
の
利
益

保
護
を
目
的
と
す
る
。
勺
葺
》
国
閂
ｓ
ｍ
ｏ
口
：
。
、
。
§
］
村
Ｐ
②
§
「
Ｐ
ｐ
Ｏ
訂
］
】
》
巴
一
屋
‐
画
・

（
皿
）
］
し
げ
同
因
の
、
←
ｇ
①
目
の
ロ
一
壱
ｍ
黒
□
『
白
目
。
←
の
Ｐ
の
の
◎
・
一
念
（
画
）
・

（
配
）
の
回
。
『
・
口
目
ｏ
Ｐ
Ｑ
の
』
〕
ｐ
ｍ
ａ
§
の
日
房
口
』
』
§
Ｐ
冨
甸
・
罰
・
ロ
・
旨
］
（
の
。
□
・
国
・
因
』
の
②
』
）
。
な
お
、
本
件
お
よ
び
注
餌
の
事
件
な
ら
び

に
木
文
で
総
ず
る
関
鬮
に
つ
き
、
飽
田
節
「
扇
置
苗
な
内
部
者
取
引
の
規
制
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
一
九
号
八
九
頁
参
照
。

グー、グー、／■、〆■、

２９２８２７２６
、､ジ、‐’ミーグ、.’

、
因
。
『
・
○
の
１
巴
ロ
ロ
ロ
丙
口
。
ご
目
勺
目
ロ
ケ
ロ
、
の
Ｈ
、
。
『
夢
の
○
．
曰
Ｈ
ロ
○
口
の
一
．
◎
穴
。
｛
・
Ｐ
ｐ
ｇ
ｏ
ｍ
】
』
。
ご
毬
ｏ
ｐ
ｍ
さ
ｎ
ｏ
ｏ
Ｈ
日
ｐ
ｏ
ｐ

の
←
０
．
斤
。
【
・
の
Ｐ
員
口
司
⑩
閂
ロ
←
の
『
ロ
ロ
蔵
ｏ
ｐ
ｐ
』
Ｃ
Ｏ
５
．
吋
ｐ
蔑
。
ｐ
〔
后
困
‐
后
の
一
己
丙
ｐ
ｐ
ｍ
［
の
門
口
甘
口
の
射
］
司
且
・
の
⑩
◎
・
げ
・
因
の
Ｃ
・
（
○
○
出
）

ｇ
・
倉
←
（
の
。
□
・
Ｚ
・
罠
」
の
田
）
．
な
お
、
本
文
の
こ
の
事
件
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
（
河
、
回
帰
恩
呑
司
○
○
ミ
ヨ
§
豚
○
○
月
⑯
日
貫
ｍ
Ｐ

ｏ
ｏ
再
Ｒ
Ｒ
８
『
ご
ｓ
「
・
扁
暮
⑩
○
．
ヨ
コ
且
の
鼠
◎
ョ
．
②
』
Ｃ
葛
ご
Ｂ
冒
巳
⑩
愚
碕
口
厭
§
只
帛
Ｕ
、
○
の
⑩
。
属
⑩
、
⑩
「
②
。
。
②
一
二
．
勺
Ｒ
「
３
月
⑩

。
「
、
昌
一
、
両
日
副
斡
の
②
旨
ｐ
．
ｍ
．
ミ
ロ
、
一
意
勝
寺
◎
日
Ｑ
一
訂
「
。
。
§
ミ
⑩
の
．
、
⑩
口
匡
、
旨
⑯
助
固
制
＆
§
血
⑩
』
ｇ
河
、
【
⑯
Ｐ
の
⑩
」
『
○
・
曽
邑
ｑ
・

ｇ
ｎ
冒
匂
．
』
』
展
（
訂
「
日
。
Ｑ
符
、
、
囚
ｕ
飼
日
に
⑩
恩
）
．
』
の
」
囚
の
口
・
罰
⑲
、
●
・
陣
伊
・
罰
§
。
（
ロ
ン
国
）
』
さ
団
章
』
“
＆
‐
℃
（
ご
震
）
田
圃
、
●
旨
》

毎
℃
「
◎
己
。
②
且
口
冒
⑱
□
軋
員
さ
「
」
○
貢
§
冨
困
ｏ
ｏ
ｐ
ｂ
ｍ
「
§
。
■
昔
、
。
』
苛
冒
二
四
白
丁
§
８
．
コ
計
、
一
四
町
・
ミ
ミ
⑩
の
甸
日
且
》
画
『
ぐ
Ｐ
』
・

冒
一
白
田
・
＄
・
己
‐
臼
を
参
照
し
た
。

四
の
、
＆
・
＆
蔦
⑩
且
切
目
§
．
旨
い
苞
阿
司
閂
ゴ
員
冒
恥
「
、
司
○
貢
Ｃ
蔵
。
詞
冒
○
．
貝
芦
鴬
Ｅ
（
３
ｍ
目
の
②
口
§
討
切
の
。
「
⑩
Ｇ
『
←
］
・
ｏ
ｏ
Ｈ
目
・

ｏ
ｏ
Ｈ
ｂ
・
田
．
厚
の
の
。
．
”
の
、
．
②
留
国
酉
霞
（
】
垣
困
）

『
ず
司
只
・
Ｐ
←
］
得
虞

』
か
（
只
・

角
守
（
＆
・
口
←
】
】
鱒
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ｸﾞ■、’￣、〆■、グー、’■、ダム、〆へ〆■、

３８３７３６３５３４３３３２３１
～ジ～〆、￣、-’、－’、－'、．’、ログ

／￣、'■、グー、／￣、

４２４１４０３９
、￣～ゾ、－～〆

グー、グー、’■、

４５４J４４３
，.ゾ、.'、-プ

』
詞
曾
烏
「
閂
Ｔ
ロ
島
再
臨
出
目
、
冒
囚
②
Ｃ
召
、
【
罰
・
公
墳
回
団
の
｝
。
『
甸
夢
⑩
切
忌
ｏ
８
『
ミ
ヨ
・
○
詞
目
⑩
『
の
。
。
『
ミ
ヨ
屋
員
。
§
（
。
■
②
自
再
＆

国
冨
§
。
⑲
旦
暮
・
国
。
：
⑩
○
○
ミ
ヨ
・
◎
再
●
固
冨
⑩
『
国
§
Ｑ
○
○
ヨ
コ
忌
引
３
〕
９
房
○
・
口
、
・
・
画
』
の
⑩
の
⑪
」
局
》
】
①
】
‐
、
（
目
】
］
］
』
》

シ
ロ
ｍ
・
函
凹
ｐ
Ｑ
ｍ
の
口
・
Ｐ
乞
囹
）
（
、
箇
一
の
ロ
】
の
ロ
ー
ｏ
由
り
ゆ
ぐ
拭
囮
・
ｍ
ｐ
ｑ
の
Ｈ
一
○
ｓ
巴
旬
日
ロ
ロ
》
ぬ
国
ｐ
弓
臼
画
目
⑤
（
←
の
『
勾
巨
：
Ｈ
ｍ
－
ｇ
の
日
の
ロ
》
）
・

厄
』
冨
囚
閏
Ｂ
ｍ
Ｃ
ｐ
Ｐ
ｐ
」
、
彦
凹
ご
』
Ｈ
Ｐ
②
属
ご
「
ロ
ロ
○
一
の
］
］
》
９
曲
］
‐
②
．

注
羽

冨
○
の
、
、
』
の
。
目
扇
口
負
の
（
。
、
弓
冒
冒
『
句
＆
【
冨
厭
＆
、
曼
且
、
②
け
Ｐ
８
個
ご
●
「
⑤
§
局
員
冒
冒
時
日
ｐ
騨
目
具
○
：
⑩
の
》
屋
。
ｐ
』
・
三
・

閂
ロ
ー
》
］
５
．
白
・
一
》
］
⑨
（
ろ
②
②
）
・

因
①
四
口
・
の
愚
日
ロ
。
←
の
＄
》
ｇ
圏
．

角
守
同
貝
。
ｍ
←
い
①
←
０
回

勺
』
言
・
国
⑤
同
ｓ
ｍ
Ｏ
ｐ
⑪
ロ
』
め
げ
Ｐ
ｂ
片
。
．
②
原
ご
『
ロ
ロ
。
←
の
］
］
・
巴
路
』
ロ
．
②
．

、
固
○
餌
の
Ｐ
色
の
、
←
》
②
尽
己
日
ロ
◎
訂
＄
》
ｇ
」
②
ｓ
・

閂
守
且
島
国
の
、
粋
ロ
ロ
②
原
口
、
Ｐ
ｐ
ｏ
繭
函
Ｐ
四
一
⑭
ｍ
・

冨
甸
・
因
・
□
」
巨
壹
］
ご
・

、
回
○
国
の
Ｐ
Ｐ
の
⑪
←
『
②
原
ご
日
皀
Ｃ
←
の
９
．
９
」
ざ
、
》
］
臼
］
‐
函
．

『
。
（
具
・
ロ
一
西
⑪
。

『
。
『
Ｑ
・
Ｐ
芹
・
函
。

『
ず
Ｈ
曰
・
ロ
ー
］
②
つ
べ
。

■
臣
：
句
、
一
旦
の
目
の
貝
・
の
属
己
、
ロ
ロ
。
←
の
念
一
口
←
］
旨
‐
四
・
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（
灯
）
ロ
の
四
Ｐ
の
§
日
ロ
。
←
の
画
Ｐ
ｇ
『
Ｃ
‐
鱒
飽
田
・
前
掲
注
溺
、
九
一
頁
。

（
妬
）
細
田
淑
充
・
ス
イ
ス
会
計
層
一
五
○
頁
以
下
上
諺
照
。

（
鯛
）
言
の
曰
。
門
ｐ
ｐ
ｑ
ロ
日
。
由
昏
の
ロ
日
詰
口
の
一
日
の
、
ｍ
の
。
巨
臥
芦
の
ｍ
ｏ
Ｃ
Ｈ
日
日
の
の
』
ｏ
ｐ
Ｐ
ｐ
Ｑ
号
の
、
の
２
回
詮
の
の
因
巨
『
の
ロ
ロ
。
【
旨
の
』
伊
ロ
Ｐ
ｐ
の
ｍ
の

富
】
日
切
←
ｇ
ｏ
閂
国
ｐ
ｐ
ｐ
ｏ
の
Ｏ
口
晋
の
、
ロ
日
旨
、
。
ｐ
員
ｏ
Ｈ
Ｂ
Ｐ
蔵
。
ｐ
》
冨
旦
農
忌
忠
・
蹟
閂
・
伊
・
旨
」
』
巴
（
』
垣
忠
）
．
な
お
、
本
覚
瞥

の
仮
訳
（
抄
）
に
つ
き
、
大
蔵
省
証
讐
同
年
報
昭
和
六
一
年
版
四
七
頁
。
本
質
善
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
当
局
が
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
監

視
・
桧
香
惜
頴
を
容
易
に
要
求
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
合
意
す
る
」
と
し
て
い
る
。

（
則
）
富
の
目
◎
門
ｐ
ｐ
ｑ
日
目
。
【
ロ
ロ
：
『
の
一
口
口
臼
ｐ
ｍ
ｏ
ｐ
固
倒
◎
ケ
ｐ
ｐ
ｍ
の
。
崗
冒
『
◎
目
目
ｇ
】
◎
回
国
の
罫
『
⑰
①
口
讐
の
ロ
ロ
』
訂
』
の
←
ｇ
の
、
、
の
２
回
芦
の
②

ｐ
ｐ
ｑ
固
制
◎
ず
ｐ
口
、
の
。
。
ｐ
】
貝
目
、
】
◎
口
□
ロ
」
夢
の
ロ
日
←
の
旦
侭
時
口
、
。
。
且
、
の
ｂ
Ｐ
『
一
日
の
具
◎
閂
自
用
ｐ
Ｐ
の
血
目
□
冒
旦
巨
切
芽
竜
甘
冨
口
写
の
Ｎ
、

罰
の
］
巴
】
ロ
函
一
○
ｍ
の
２
且
←
】
の
⑰
⑤
ロ
○
国
の
罫
「
の
①
口
晉
の
ロ
日
←
の
』
、
圖
一
の
、
○
．
日
日
。
Ｂ
←
】
の
印
可
ロ
目
付
の
弓
円
Ｐ
Ｂ
ｐ
ｍ
ｏ
Ｏ
ｇ
ｇ
】
、
】
ｏ
ｐ
ｐ
ｐ
Ｑ

夢
の
ご
口
辱
の
。
臼
口
且
。
且
□
の
ロ
日
甘
】
の
ロ
ー
ｏ
｛
弓
吋
且
の
Ｐ
且
閂
且
口
の
←
ｑ
】
口
冨
巴
←
円
い
罰
の
］
９
首
、
一
．
司
口
冒
可
の
９
ｍ
の
宮
’
圏
・

］
の
忠
》
鴎
Ｈ
・
田
・
言
・
」
お
】
（
ら
霊
）

（
団
）
○
口
ご
Ｐ
Ｑ
Ｐ
‐
□
昌
一
の
□
の
一
日
の
、
雪
冨
の
ロ
】
◎
門
口
ロ
」
日
曰
。
｛
ロ
ロ
：
厨
箇
二
ｓ
口
、
。
ご
少
』
】
日
日
、
←
日
露
ｏ
ｐ
Ｐ
ｐ
」
固
昌
ｏ
Ｈ
ｏ
の
目
の
口
一
○
｛

の
①
。
Ｅ
凰
巨
の
⑪
田
回
須
『
ご
』
Ｐ
ロ
・
『
ご
］
の
②
②
》
画
『
閂
・
田
・
一
｛
一
局
（
］
の
の
Ｓ

（
記
）
ｇ
の
①
。
．
■
①
ｍ
・
陣
田
・
罰
の
ロ
。
ご
＄
（
、
ｚ
し
）
（
］
畠
の
）
・

（
閲
）
因
巨
烏
吋
の
←
ｇ
①
日
①
ロ
ー
》
切
厘
□
「
ロ
ロ
。
←
の
念
一
日
】
鴎
．

（
妬
）
】
【
の
目
。
Ｈ
Ｐ
目
ロ
ロ
】
。
ｍ
ご
ロ
号
吋
、
日
ロ
昌
口
、
一
○
国
、
一
口
ケ
』
』
：
冨
巨
目
ｐ
］
】
】
シ
◎
８
℃
一
口
す
】
①
言
の
ｍ
ｐ
ｍ
由
。
吋
閂
目
Ｒ
ｏ
『
』
ロ
、
閂
員
の
列
‐

●

ロ
回
蔑
ｏ
ｐ
Ｐ
］
げ
口
尹
「
団
員
日
◎
の
目
の
日
。
。
◎
で
の
Ｂ
←
】
◎
口
冒
曽
の
国
の
］
』
。
『
百
ｍ
丘
の
『
日
Ｈ
ｇ
旨
囚
シ
ロ
、
．
。
］
・
］
・
昌
一
圏
閂
・
田
・
言
・
］

ロ
爵
）



恋
国
際
的
証
券
規
制
協
力
法
案
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
定
め
る
た
め
証
券
取
引
法
そ
の
他
の
法
律
を
改
正
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も

証券取引の国際的規制（島袋鉄男）

あ
っ
た
。

証
券
市
場
の
国
際
化
に
対
処
す
る
た
め
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
最
初
の
包
括
的
立
法
要
請
は
、
国
際
的
証
券
規
制
協
力
法
案
と
し
て
上
院
の

銀
行
・
住
宅
・
都
市
委
員
会
で
承
認
さ
れ
（
の
・
圏
仁
志
｝
下
院
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
通
商
委
員
会
の
通
信
・
財
政
小
委
員
会
で
審
議
さ
れ
た

（
西
．
ｍ
・
Ｐ
程
、
〉
亜
）
前
述
の
通
り
、
同
法
案
は
、
国
際
的
な
不
正
取
引
の
規
制
、
と
く
に
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
権
の
執
行
に
つ
い
て
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
外
国
の
規
制
機
関
と
の
協
力
関
係
を
取
り
付
け
て
き
た
手
法
を
、
よ
り
完
全
か
つ
効
果
的
な
も
の
に
す
る
た
め
の
も
の
で

１
国
際
的
証
券
規
制
協
力
法
案
の
内
容

三
、
国
際
的
証
券
規
制
協
力
法
案
と
一
九
八
八
年
規
制
法
第
六
条

〆、'■、〆､グー、／へグ■、’■、

６０５９５８５７５６５５５４
、．'、＝'、､ノﾐージ～グ、.'、-'

『
ひ
曰
只
。
⑪
一
画
つ
『
１
ｍ
・

勺
』
鳶
一
函
、
ａ
】
ｍ
○
口
Ｐ
ｐ
ｐ
ｍ
ｐ
⑪
□
】
可
Ｐ
②
原
口
「
ロ
ロ
。
←
①
巨
亨
ｇ
お
卯
国
の
、
旨
》
の
底
□
『
ロ
ロ
。
←
の
沼
・
巴
『
ｍ
・

囚
Ｐ
ｇ
Ｃ
ｎ
の
一
口
の
冒
回
の
ロ
ー
壹
良
ロ
、
ロ
ロ
。
←
の
念
ご
ｇ
ｇ
の
‐
・
・

。
ｐ
ロ
ロ
ユ
ｐ
‐
ロ
日
←
の
」
の
薗
註
切
冨
①
日
。
門
口
ロ
ロ
日
Ｐ
抄
１
】
。
』
①
画
町
Ｈ
・

＆
苞
・
シ
ュ
』
。
』
の
切
歯
一
四
・

禄
苞
・
缶
『
毬
。
］
の
画
、
四
・

因
ロ
ロ
の
『
望
巴
の
曰
の
ロ
ー
雪
②
層
》
「
ロ
ー
ロ
Ｏ
『
の
台
一
日
］
垣
①
．
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（
ａ
）
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
外
国
の
銅
鋳
刺
機
関
の
要
請
に
基
づ
く
調
査
権
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
外
国
の
証
券
繭
悪
坏
法
違
反
の
調
一
査

に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
鰯
刀
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
法
案
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
こ
れ
ま
で
外
国
と
取
り
交
わ
し
た
覚
書
を
一
剛
提
に
し

て
お
り
、
相
手
国
の
証
券
頚
蝿
刺
椴
関
も
ま
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
腫
聯
力
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
相
手

の
専
請
を
受
け
入
れ
る
に
つ
い
て
、
相
互
性
を
要
件
と
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
院
の
案
で
は
要
件
と
さ
れ
て
い
た

術
｝
下
院
で
の
蕊
容
は
零
件
と
は
さ
れ
ず
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
要
請
を
う
け
い
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
の
一
つ
の
、
た
だ
し
重
要
な
要

素
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
零
件
と
さ
れ
な
い
の
は
、
相
互
の
」
鰯
力
閏
係
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
舘
餌
点
か
ら
、
相
互
性
が
な
い
場
合
で

も
要
請
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
良
い
と
判
蒔
ぎ
れ
る
塲
苔
が
あ
る
こ
と
に
対
処
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
宝
藤
に
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ

が
相
互
性
が
な
い
の
に
襄
謂
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
誌
←
し
た
が
っ
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
外
国
の
要
請
を

受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
外
国
の
坦
嬬
刺
機
関
も
合
衆
国
の
証
券
関
一
隊
法
違
反
に
関
す
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
調
査
に
鰻
刀
す
る
と
い
う
こ

と
を
》
綴
球
す
る
こ
と
に
な
る
。

の
で
あ
っ
起
函
）

ａ
ｓ
Ｅ
Ｃ
に
外
国
の
租
濁
製
璽
関
の
要
請
に
基
づ
い
て
調
査
を
行
う
権
限
を
与
え
る
。

ｂ
ｓ
Ｅ
Ｃ
が
外
国
の
相
鐡
盟
鱒
闘
か
ら
入
手
し
た
秘
密
稽
埠
報
に
つ
い
て
、
制
定
法
上
の
開
示
蕊
霧
芯
魚
際
を
認
め
る
。

Ｃ
未
公
開
又
瞥
そ
の
他
の
情
報
を
外
国
の
揖
瞬
靭
磯
関
に
提
供
す
る
こ
と
に
関
す
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
制
定
権
を
明
確
に
す
る
。

ｄ
外
国
罫
鋤
型
所
も
し
く
は
外
国
の
証
券
鐘
鋳
刺
極
関
の
認
定
に
基
づ
い
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
惠
門
証
券
案
者
を
謎
資
し
、
そ
の
登
録
を

取
消
し
、
ま
た
は
、
業
務
麹
刺
限
を
課
す
権
限
を
明
確
に
す
る
。
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外
国
の
証
券
罷
壌
齢
法
違
反
に
関
す
る
外
国
２
湿
制
機
関
の
調
査
に
餡
力
す
る
と
い
う
場
合
、
自
国
の
証
券
薗
閂
係
法
の
下
で
は
必
ず

し
も
違
法
と
は
さ
れ
な
い
事
項
に
つ
い
て
協
力
を
要
請
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
生
じ
う
る
Ｐ
征
釆
の
鶯
塞
専
万
式
に
よ
る
協
力
で
は
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
こ
が
一
つ
の
陸
路
に
な
っ
て
い
た
。
（
ａ
）
の
目
的
は
、
そ
の
険
路
を
打
破
し
、
協
力
関
係
を
よ

り
完
全
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
案
の
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
も
し
、
法
案
が
成
立
し
、

相
手
国
の
規
制
機
関
に
同
様
の
要
請
が
出
来
る
と
い
う
体
制
が
実
現
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
利
益
を
受
け
る
の
は
、
少

な
く
と
も
短
期
的
に
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
方
で
あ
ろ
う
と
み
ら
れ
る
。
」
仰
故
な
ら
、
外
国
里
露
卸
機
関
の
証
券
関
）
休
法
違
反
に
対
す
る
制

定
法
上
の
権
限
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
比
べ
て
小
さ
い
か
ら
で
あ
廷
面
）

⑪
の
開
示
義
務
の
免
除
は
、
情
報
公
率
囲
法
（
吾
の
司
円
＄
』
・
曰
・
自
萬
・
目
島
。
ｐ
シ
・
←
）
に
よ
っ
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
外
国
規
制
機
関

か
ら
入
手
し
た
情
報
が
公
開
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
に
、
外
国
規
制
機
関
が
情
報
の
提
供
を
蹄
曙
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
た
め
、
情
報
公
開
法
の
例
外
を
認
め
て
、
（
秘
密
保
持
を
完
全
な
も
の
に
し
、
外
国
鉋
擾
刺
機
関
か
ら
の
情
麹
』
提
供
を
促
進
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
詮
哩
（
ｃ
）
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
規
則
制
定
権
の
明
確
》
化
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
そ
の
保
持
す
る
情
鋭
喉
を
国
内
あ
る
い
は
国
外
の

蟻
閏
等
に
提
供
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
他
の
制
一
専
法
の
規
定
が
障
害
と
な
る
場
合
が
あ
り
得
る
の
で
、
そ
の

こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
且
唖
）
（
ｄ
）
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
処
分
権
は
、
証
券
市
場
の
国
際
化
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
活
動
の
場
が
外

国
に
ま
で
広
が
る
専
門
証
券
業
者
に
対
す
る
、
外
国
で
の
違
法
行
為
に
基
づ
く
処
分
権
を
明
確
化
す
る
も
の
で
、
外
国
望
鶴
剛
機
関

が
認
定
し
た
違
法
行
為
に
基
づ
き
、
そ
の
違
法
行
為
が
合
衆
国
内
で
行
わ
れ
て
お
れ
ば
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
処
分
手
続
き
に
服
す
る
場
合
に
、

Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
一
定
の
処
分
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
廷
叩
）
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鯉
２
一
九
八
八
年
規
制
法
第
六
条

国
際
的
証
券
規
制
協
力
法
案
が
下
院
で
審
議
さ
れ
て
い
る
最
中
に
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
に
対
す
る
規
制
を
強
化
す
る
た
め
の
法

案
（
函
幻
酊
』
四
ｓ
が
同
じ
下
院
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
通
商
委
員
会
通
信
・
財
政
小
委
員
会
で
可
決
さ
れ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る

一
九
八
八
年
規
制
法
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
法
案
に
は
、
国
際
的
証
券
規
制
淨
聯
刀
掻
案
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
外
国
証
券
規

制
機
関
へ
の
餓
力
に
関
す
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
部
分
だ
け
が
一
九
八
八
年
車
曝
刺
法
に
取
り
込
ま
れ
た
経
緯
は
、
現
在
の

筆
者
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
の
規
制
強
化
の
緊
急
性
に
併
せ
て
、
ワ
ン
・
リ
ー
事
附
健
よ
っ
て
、
国
際
的
な

証
券
の
不
正
取
引
に
対
す
る
国
際
的
規
制
の
必
要
性
と
緊
急
性
が
認
識
さ
れ
、
急
速
、
最
重
要
部
分
の
み
が
取
り
込
ま
れ
た
の
か
も

し
れ
な
し
亜
》
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
九
八
八
年
山
鴎
靭
法
の
第
六
条
と
し
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
外
国
証
券
籟
勧
溌
醸
閏
へ
２
聯
力
に
制
定
法
上

の
明
確
な
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
八
八
年
規
制
法
第
六
条
に
よ
り
、
証
券
取
引
所
法
二
一
条
（
ａ
）
項
一
一
号
と
し
て
、
外
国
証
券
規
制
灘
歯
Ｅ
対
す
る
調
査
協

力
に
関
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
規
定
が
追
加
さ
れ
た
。

「
外
国
証
券
規
制
機
関
が
、
当
該
機
関
が
管
理
も
し
く
は
執
行
す
る
証
券
事
項
に
関
す
る
諸
法
も
し
く
は
諸
規
則
に
、
何
人
か
が
、

違
反
し
、
違
反
し
つ
つ
あ
り
、
も
し
く
は
、
違
反
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
当
該
機
関
が
必
要
と
考
え

る
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
言
明
し
て
、
擢
力
を
要
請
す
る
場
合
に
は
、
丞
首
云
肩
本
項
の
規
定
に
従
っ
て
協
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

丞
酋
云
云
は
、
そ
の
裁
量
に
よ
り
、
協
力
を
要
請
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
情
報
お
よ
び
証
拠
を
収
集
す
る
の
に
委
員
会
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
協
力
は
、
要
請
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
事
実
が
、
合
衆
国
の
法
律
違
反
を
も
構
成
す
る

か
ど
う
か
に
関
係
な
く
、
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
協
力
を
な
す
か
否
か
の
決
定
に
際
し
て
、
委
員
会
は
、
（
Ａ
）
要
請
を
行
う
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機
関
が
、
証
券
事
項
に
関
し
、
委
員
会
に
対
し
相
互
」
鰯
力
を
な
す
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
お
よ
び
、
（
Ｂ
）
要
請
に
応

ず
る
こ
と
が
、
合
衆
国
の
公
益
を
損
な
う
こ
と
が
な
い
か
ど
う
か
、
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
屯
」

〆ﾛ、〆■、〆へ'白、〆へ'■、〆■、〆へグー、グー、'■、

７２７１７０６９６８６７６６６５６４６３６２
ﾐ.／、-Ｊ、－’、.ノ、－’ミーグ、.’ミーグミーグﾐーノ、."

注

（
皿
）
曰
←
の
目
Ｐ
ご
◎
ロ
巴
の
⑩
ｏ
Ｐ
１
←
】
①
の
固
口
｛
◎
Ｎ
Ｃ
の
日
の
口
一
○
．
◎
で
の
Ｂ
芦
。
回
診
。
←
。
［
］
の
Ｂ
ｍ
・
囚
の
で
．
ｚ
◎
・
念
】
“
］
９
号
。
。
ｐ
由
・
》
図
の
①
、
、
．

句
の
『
】
ロ
の
ｐ
ｐ
ｑ
○
ｍ
】
］
８
茸
・
目
許
」
四
国
〕
Ｐ
。
只
圃
。
『
呵
曇
一
首
勺
。
（
局
罵
旦
扇
『
。
屑
．
冒
戴
Ｏ
詞
具
、
の
○
厘
ユ
風
⑩
の
固
蔓
。
「
句
⑩
ョ
⑩
員

（
ｕ
○
８
ｍ
「
§
◎
再
』
Ｒ
Ｑ
】
迫
屋
］
『
の
①
Ｐ
”
の
、
．
ｒ
］
・
』
】
の
．
］
患
‐
『
（
］
垣
忠
）
．

ロ
圏
）

閂
守
』
且
０
口
一
ｍ
］
⑦
０
の
。

＆
量
・
巴
匿
①
‐
圏
・

閂
ｃ
』
具
。
⑪
←
西
国
②
０
四
Ｐ

注
６

篇

閂
守
（
且
。
、
一
国
得
』

囚
の
ｐ
Ｈ
目
、
、
》
②
侭
□
「
ロ
ロ
。
←
の
合
・
巴
】
ｓ

因
巳
の
【
の
←
ｇ
の
曰
の
。
←
・
口
。
←
の
台
・
巴
再
思
・

叩
・
罰
の
ｐ
》
の
原
ｂ
、
ｐ
ｐ
ｏ
冨
臼
・
日
ペ
・

田
の
ｐ
風
口
、
ｍ
》
切
尽
℃
、
ロ
ロ
。
←
の
心
凹
ｇ
】
巴
・

切
巨
』
の
Ｈ
望
巴
の
目
の
ロ
ー
・
の
原
ご
『
ロ
ロ
。
←
の
冷
巴
巴
切
．
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営
曇
亭
万
式
に
よ
る
国
際
的
な
証
券
取
引
規
制
も
、
一
九
八
八
年
規
制
法
第
六
条
の
よ
う
に
、
外
国
証
券
規
制
機
関
の
調
査
へ
の

堪
力
ま
で
認
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
完
全
な
国
隆
聯
刀
に
か
な
り
近
ず
く
こ
と
に
な
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
こ
の
よ
う
な
覚
書
を
多
く
の

国
と
締
結
す
る
こ
と
に
努
め
る
一
方
で
、
国
際
灘
餌
閂
の
〈
五
口
や
》
討
論
に
お
い
て
、
国
腫
苗
証
券
取
引
に
対
す
る
国
際
的
規
制
の
必
要

四
、
む
す
び

（
沼
）
原
文
は
つ
ぎ
の
通
り
、

ｏ
ｐ
３
Ｐ
ｐ
の
ロ
ー
｛
３
日
Ｐ
角
○
円
の
』
ｍ
ｐ
ｍ
の
。
Ｅ
臥
丘
の
②
ｐ
巨
昏
。
且
←
］
・
馨
の
ｏ
ｏ
ｇ
Ｈ
巳
、
四
．
口
且
ｐ
］
ご
円
。
『
匙
の
⑥
、
、
】
の
薗
口
◎
の
ご
■
。
。
◎
円
。
⑤
ロ
８

コ
『
』
昏
昏
】
の
ご
回
圃
、
門
口
已
豈
罵
旨
の
河
の
Ｐ
Ｅ
の
、
←
ヨ
、
、
９
ケ
ｏ
風
ど
の
一
巴
の
の
言
２
号
の
円
の
Ｐ
こ
の
、
戴
口
、
、
口
言
ｏ
己
←
］
』
、
。
。
ｐ
○
口
。
←
旨
ｍ
Ｐ
ｐ

匂
曰
く
の
②
茸
、
回
←
］
◎
口
頭
「
宮
」
ロ
ケ
』
、
。
①
の
Ｈ
ｐ
ｍ
口
の
◎
の
、
、
口
『
竜
一
。
」
の
←
の
局
片
目
』
己
の
ニ
ョ
ゴ
の
一
ヶ
の
『
Ｐ
。
］
ロ
の
門
、
○
口
彦
凹
、
ご
」
。
』
ｐ
←
の
。
。
」
の
ぐ
』
。
』
ｐ
蔑
口
、
】
。
Ｈ

■
、
、
ケ
０
回
一
一
．
ご
］
。
』
ｐ
言
の
Ｐ
曰
望
］
Ｐ
ニ
ミ
ｍ
ｏ
『
『
Ｅ
］
の
、
『
の
」
口
蔑
ロ
、
芹
ｏ
ｍ
の
。
Ｅ
門
営
再
の
、
閂
己
⑪
鳶
の
円
の
一
声
ロ
ー
一
宮
の
『
の
ｐ
Ｅ
の
、
ご
ロ
、
凹
巨
一
ケ
。
『
】
←
］

ｐ
○
日
旨
』
⑪
←
の
円
、
。
『
の
ロ
【
。
『
◎
の
ｍ
・
臼
す
の
○
．
目
Ｈ
日
、
⑩
】
◎
口
日
、
］
皀
甘
汁
訂
＆
の
。
円
の
露
。
ｐ
》
８
口
」
Ｅ
Ｃ
←
、
ロ
ロ
ゴ
ョ
『
の
②
←
】
、
巴
』
ｏ
口
伍
⑪
吾
の

。
。
ｐ
』
日
』
ｍ
、
』
。
□
烏
の
日
切
ロ
の
◎
の
ｍ
ｍ
ｍ
Ｈ
留
一
ｏ
８
』
」
の
ｇ
甘
［
○
吋
目
伍
蔑
ｏ
ｐ
ｍ
ｐ
□
の
ａ
：
ロ
８
℃
の
瓜
】
：
。
一
一
○
旨
の
円
の
Ｃ
こ
の
⑪
←
ず
Ｈ

ｍ
ｍ
ｍ
尉
厨
口
８
．
の
Ｅ
◎
ず
ｐ
、
巴
⑪
厨
ロ
。
。
ｇ
口
】
丘
の
ｐ
８
ａ
」
の
』
頭
『
」
夢
ｏ
員
３
，
口
ａ
一
．
笈
「
ず
の
吾
の
門
夢
の
【
Ｐ
◎
一
ｍ
ｍ
目
←
の
ｑ
ご
言
の
Ｈ
⑩
Ｐ
Ｅ
の
、
豈

須
『
ｏ
ｐ
－
ｇ
ｐ
］
の
。
８
コ
の
←
】
目
←
の
Ｐ
ａ
ｏ
」
口
冨
ｏ
ｐ
ｏ
閂
吾
の
』
２
胃
、
。
【
夢
の
ロ
ゴ
洋
の
ｑ
の
一
口
←
の
、
・
百
号
◎
匙
ご
悶
尹
『
の
吾
の
【
←
。
□
円
。
『
丘
の
切
巨
◎
ケ

ロ
の
、
】
の
一
口
ロ
８
．
吾
の
。
。
ｐ
】
日
】
切
凰
ｏ
ｐ
ｍ
ず
ゆ
］
］
８
口
の
昼
の
門
尋
彦
の
言
の
円
（
シ
）
吾
の
『
の
ｐ
こ
の
、
←
ご
ｍ
ｐ
Ｐ
岳
。
且
ご
ゴ
ロ
の
⑪
、
村
の
の
Ｓ
Ｄ
８
ａ
」
の

門
の
。
甘
【
Ｏ
Ｃ
Ｐ
］
Ｐ
の
、
】
ｍ
ｇ
ｐ
ｏ
の
旨
切
の
。
巨
臥
←
】
の
切
目
口
＃
円
い
８
旨
の
○
○
日
目
』
ｍ
の
一
○
貝
ロ
ロ
」
（
口
）
。
○
日
ロ
」
』
Ｐ
ｐ
ｏ
の
三
国
昏
晉
の
【
の
＠
口
の
⑪
一

コ
。
■
匡
已
円
の
旨
＆
８
言
の
□
■
す
」
』
Ｃ
賞
（
の
Ｈ
の
⑪
一
○
『
吾
の
ご
日
一
日
の
←
ｇ
の
⑪
。
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性
を
積
極
的
に
訴
え
て
き
た
。
な
か
で
も
、
証
券
監
督
者
国
際
機
構
（
写
⑩
目
圏
。
：
］
○
凋
口
已
国
島
・
口
・
命
、
の
。
圓
蔚
、

○
・
日
目
、
臼
・
ｐ
ｍ
Ｐ
ａ
鴎
且
］
宵
し
、
の
ロ
。
】
の
、
‐
Ｓ
ｍ
○
○
一
脚
薇
よ
び
国
際
経
済
開
発
機
構
（
○
回
。
、
）
で
の
活
動
と
そ
の
成
果
が
注
目

証
券
市
場
の
国
際
化
が
す
で
に
現
実
の
も
の
と
な
り
、
今
後
ま
す
ま
す
そ
の
広
が
り
と
緊
密
度
を
増
し
て
く
る
と
、
証
券
規
制
の

国
際
的
協
力
が
一
層
必
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
単
に
不
正
取
引
の
規
制
に
つ
い
て
の
臨
力
に
止
ま
ら
ず
、
今
後

は
、
規
制
の
内
容
そ
の
も
の
の
標
準
化
に
ま
で
進
む
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
概
観
し
た
合
衆
国
の
動
き
が
、
わ
が
国
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
影
響
し
た
か
を
、
二
。
三
の
例
を
あ
げ
、
証
券
取

引
規
制
の
国
際
化
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
既
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
本
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。
わ
が
国
の
大
蔵
省
証

券
局
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
の
覚
書
は
、
両
者
間
の
意
見
交
換
の
場
と
し
て
の
定
期
会
合
を
も
た
ら
し
た
」
噸
）
わ
が
国
の
平
成
二
年
証
券
取
引

法
改
正
に
お
け
る
、
外
国
証
券
規
制
当
局
の
要
請
に
基
づ
く
調
査
に
関
す
る
規
定
（
証
取
法
一
八
四
条
の
一
一
）
の
新
設
も
合
衆
国
の

一
九
八
八
年
規
制
法
第
六
条
に
呼
応
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
詮
、
）
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
の
一
九
九
○
年
一
一
月
の
総
会
で
採
択
さ
れ

た
、
証
券
業
者
の
営
業
活
動
に
関
す
る
行
為
規
範
原
則
は
、
わ
が
国
の
証
券
取
引
審
議
会
不
公
正
取
引
特
別
部
会
で
わ
が
国
へ
の
適

用
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
起
醜
）
｜
‐
刀
九
○
年
九
月
に
は
、
日
・
米
・
英
の
証
券
監
督
者
会
議
も
初
め
て
開
か
れ
起
亟

査へ〆－，
へ７５７４注
下一一
、－'

さ
れ
詮
醗
）

Ｓ
ｍ
○
○
に
つ
い
て
は
、
上
野
善
晴
「
外
国
証
券
規
制
当
局
の
要
請
に
基
づ
く
調
査
（
上
）
」
商
事
法
務
一
二
一
九
号
一
九
頁
以
下
参
照
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
切
目
閂
：
訂
日
の
長
の
§
日
寧
口
・
言
の
稔
》
ｇ
』
忠
１
９
西
》
上
野
善
晴
「
外
国
証
券
規
制
当
局
の
要
請
に
基
づ
く
謡

」
商
事
法
務
一
一
一
二
四
号
八
七
頁
以
下
参
照
。
Ｊ
、

口
々
１
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（
市
）
定
期
会
合
に
つ
い
て
は
、
上
野
響
晴
「
第
四
回
証
券
局
・
Ｓ
Ｅ
Ｃ
定
期
会
合
の
概
要
」
商
事
法
務
一
二
○
八
号
一
二
頁
以
下
、
同
「
第
五

回
証
券
局
・
Ｓ
Ｅ
Ｃ
定
期
会
合
の
概
要
」
商
事
法
務
一
二
四
一
号
九
頁
以
下
参
照
。

（
両
）
証
取
法
一
八
四
条
の
二
に
つ
い
て
は
、
上
野
・
前
掲
注
拠
・
布
参
照
。

（
ね
）
証
券
取
引
審
畿
会
不
公
正
取
引
特
別
部
会
「
証
券
監
督
者
国
際
機
構
（
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）
の
行
為
規
範
原
則
の
わ
が
国
へ
の
適
用
に
つ
い
て
」

商
事
法
務
三
一
四
一
号
五
六
頁
以
下
。

（
ね
）
内
藤
純
一
「
日
。
米
。
英
の
旺
券
監
督
者
三
極
会
蟻
を
終
え
て
」
商
事
法
務
一
二
二
九
号
七
六
頁
以
下
参
照
。


